
  

六   労資関係
(一)   労働組合の推移
(1)   単位組合

一 終戦以来飛躍的な発展をつゞけてきた労働組合の組織化も,二三年には一應飽和点に達し,以後漸次停滞
の傾向を示し始め,二四年に入つてからは逆に減少に轉するに至つた。すなわち,二四年六月末の労働組合
基本調査によれば,組合数三四,六八八,組合員数六,六五五,四八三人で前年同月に比べ,組合数,組合員数とも
に大した変化はなかつたが,下半期においては大巾な変動を示し,一二月末の組合数は三二,五九二,組合員
数は六,二五二,八六八と六月に比し組合数において約二千,組合員数は約四〇万人(六月に比し六%減)の減
少をみせるに至つた。

二 これは主として民間企業における専業の休廃止及び人員整理並びに國鉄・全逓・専売をはじめとする
行政整理たどによるものでおるが,これに次いで組合員の範囲制限(使用者側の利益代表者の排除)による
影響及び労働運動の困難性の増大に伴う遅れた組合員の脱落も見逃し難い要因となつていると思われ
る。

三 なお,労働組合基本調査によつて産業別の動きをみると,二三年六月に比し二四年六月において組合員の
増加した産業は,教育(六万),水運業(三・二万),製造工業中の修理業(二・七万)等であるに対し,減少の著し
い産業としては,建設工業(八万),製造工業中の機械器具工業(四・八万),製材木製品工業(三・四万)等があ
げられ,企業整備が集中的に行われた産業部門の減少が目立つている。

第三八表 年次別,組合数及び組合員数

第三九表 主要産業における推定組織率
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六   労資関係
(一)   労働組合の推移
(2)   連合団体

四 労働経済の変貌は,労働運動の困難を増加し,とれまでの運動方針に対する反省と批判をうみ出したが,
かゝる状勢は六月における改正労働組合法の実施,七-八月を頂点とする行政整理問題を契機として民同系
労働組合の発展を促進した。

五 すなわち,二四年六月末における連合団体の上級加盟団体別分布をみると,総同盟九一万(全組合員数の
一三八%)産別一〇二万(一五・三%)総同盟産別の何れにも加入しない全國組合三四〇万(五一・一%)全國
組合以外の組合一三一万(一九・八%)となつており,前年六月に比し,産別の若干の減少無所属(総盟産別以
外の)全國組合の増加が目立つ程度であつた。

第四〇表 産業別組合数及び組合員数

六 しかるに七月以降において新に日労会議を主体とする全日労,産別民同を中心とする新産別が結成され,
一方全日通・全日化・全逓正統派・進駐軍要員労組・全生保などの各組合が産別から脱退したため,連合
団体の変動は著しく労働組合運動は全面的な方向轉換をとげた。
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六   労資関係
(一)   労働組合の推移
(3)   労働組合法の改正とその影響

七 以上の諸変化と並んで注目されるものとしては,労働組合法の改正を契機として組合の内部構成におい
て大きな変化が生じたことがある。終戦以来五ケ年を経過したわが國の労働組合は,その異常なる成長に
も拘らず組合員の範囲,使用者の経費援助などの点について比較的明確さを欠いていた。しかるに改正労
働組合法はとの点を厳密に規定し,その結果,労働組合の自主性は著しく強化された。

第四一表 労働組合連合團体組織分布

第四二表 給興負担別専從職員数

八 二三年六月の労働組合基本調査によれば,組合専従者一七,九九七名のうち,その給與を使用者が負担す
る者一三,五四四名(七五・二五%)であつたのに対し,一二月末労働省労政局が行つた労働組合法履行状況
調査によれば,総調査組合数一九,九三八のうち既に使用者による経費援助を排除したものは,一八,六七九
(九三・七%)に達する。

更に使用者利益代表者の排除についても,排除を完了したものは一八,一八六(九一・二%)となつている。

昭和24年 労働経済の分析



九 かくの如く,労組法の改正は発達途上の労働組合にとつて組合運営上多くの困難と制約をもたらしたと
はいえ,公正な労資関係の確立を通じて組合の自主性確立を促したことは否定し難く,ここに労働組合は全
く新なる基盤の上に再出発することになつたのである。
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六   労資関係
(二)   労働争議の推移
(1)   争議件数と参加人員

一〇 二四年の労働争議は九原則・ドツヂラインに基く均衡予算の成立及び組合民主化運動の進展による労働組合
の再編成等の影響にょつて,五月を除き概ね平靜に推移した。

第四三表 労組法履行状況調査表

一一 先づ,これをI・L・Oの基準に従ひ作業停止争議(同盟罷業及び工場閉鎖)についてその推移みれば,二四年の総
件数は六一三件,参加人員一,二三六,三一二人,損失日数四,三二六,五五九日で,二三年の七四四件,二,三〇四,四九二人,
六,九九五,三三二日に比すれば,それぐ一七・六%減,四六・四%減,三八・二%減と著しい減少を示している。

一二 これを月別にみると・一月は二三年末の九原則の発表,それにつゞく司令部の争議中止勧告の影響をうけ,争議
件数三〇件,参加人員四,六五三人と戦後の最低におちたが,その後二・三月と次第に増加の傾向を辿り,四月・五月に
は炭労・全蠶糸・日立・東芝・全鉱連の争議を中心として急激に増加した。

特に五月の労働損失日数は三三四・八万日に上り,終戦以来損失日数の最も多かつた二三年一〇月に次ぐ数字を示
した。その後六月における炭労争議の解決を境として漸次鎮靜化し,七月以來概ね二月・三月の水準にまで低下す
るに至つたが,年末に至り生活補給金・賃金支拂等の要求にもとづいて再び増大の傾向に向つた。

第四四表 労働爭議件数,参加人員及び労働損失日数
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一三 これを産業別にみると二三年に比し争議の増加したものは石炭鉱業,紡織工業など賃金水準の上昇が他の産業
に比し遅れている産業のみで他は概ね減少の傾向をみせ,特に陸運業・ガス・電気,水道業の減少は著しい。

一四 次にこれを同盟怠業,事業管理及び争議行爲を伴わざるものを含む争議全体の推移についてみると,二四年の総
件数一,三二五,総参加人員二,七九七,七八〇と二三年に比し,件数においては一六・二%の増加が与られるが,参加人
員では四八・九%と約半数にまで激減しており,大規模争議の減少に対する中小規模の争議の増加傾向が示されて
いる。

更に争議行爲を伴わざる件数,参加人員の比率もかなり大巾な増加を示し,紛争を平和的に解決せんとする傾向が強
くみられるが,特に五月以降ににおいては実数比率とも増加の傾向を示している。

第四五表 産業別労働争議件数,参加人員及び損失日数
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一五 これを解決状況からみても,労資の直接交渉よりも労働委員会関與による争議の決がより多くの比率を占めて
いる。

一六 これらは争議の平和的解決の傾向を示すものであるが,これと関連して注目されものは,労働関係仮処分申請件
数の増加である。すなわち,総申請件数は二三年(二一一二月)の九二件から二四年は二九二件に増加し,とくにこれ
を申請人別にみると,使用者による申請が四七件(五一%-全件数に占める比率)から五六件(一九%)と相対的に減少し
ているに反し,労働組合及び組合員による申請は四三件(四七%)から二三五件(八一%)と激増している。

さらに申請内容についてみても,過去においては生産管理仮処分が第一位を占めていたのに反し,二四年には解雇に
関する申請及び労働協約に関する申請がそれぐ一一件(一二%),八件(九%)から一四七件(五〇%),三七件(一三%)と急
増し,賃金支払に関するものも五件(五%)から二四件(八%)と増加している。

一七 これは斗争の困難性が増大するにつれて,労働者が仮処分の迅速性を利用し,労資関係の紛争を司法的に解決し
ようとする傾向が強まりつゝあることを意味し,本年における争議の性格変化を物語る一特色といえよう。

第四六表 (A) 労働争議参加人員
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第四六表 (B) 労働争議

第四七表 労働争議解決状況

第四八表 労働関係仮処分申請新受件数
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第四九表 申請人別件数

第五〇表 労働争議23～24年要求事項別比較
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六   労資関係
(二)   労働争議の推移
(2)   要求事項の変化

一八 本年に入つてからの争議の特色を最も明瞭に示すものは,従來要求事項件の分布において常に首位を
占めていた賃金増額要求から退職手当の確立増額,作業又は工場閉鎖反対,解雇反対又は解雇者の復職など
企業整備に関する要求に重点が移行したことである。

一九 すなわち,賃金増額要求が二三年の六一五件(三一・一%)から三四年一七五件(一三・三%)に激減した
のに反し,企業整備をめぐる上記の諸要求は三八〇件(一九・二三%)から四七八件(三六・三%)と急増をみ
せている。さらに賃金支払要求も賃金遅拂・不拂の普遍化にともなつて二三年の九三件(四・七%)から二
〇五件(一五・六%)と漸次その比重を増加しつゝあり,企業整備をめぐる諸要求の増加とともに労働爭議の
消極化を端的に示している。

二〇 しかしながら上記の趨勢を要求事項別の参加人員からみると,依然賃金増額要求が首位を占めている
が,これは炭労・電産・全鉱・國鉄・専売など賃金水準の停滞せる産業における大組合の賃上要求による
ものである。

二一 以上の趨勢を産業別にみると企業整備及び賃金支拂に関する消極的諸要求(件数)はいすれも石炭鉱
業・機械器具工業・金属工業(ことに機械器具工業に近い部門)等補給金の削減,有効需要の減退を強く反
映する産業部門において絶対的相対的に増加している。しかるに企業整備が集中的に行われた製材木製
品工業においては相対的には寧ろ減少をみせており,組合組織率の高い産業部門と低い産業部門における
相違を明確に示している。

第五一表 主要産業別企業整備関係要求件数
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第五二表 主要生産業別賃金支払要求件数

第五図 労働費比率指数の傾向
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